
第 6j剖 戦時下の財政金融と大蔵省

第 2章 日華事変の開始と大蔵行政の

戦時体制化

第 1節 戦時財政への移行

1 事変の勃発とその財政措置

昭和12年7月7日夜半，北京郊外の麓溝橋において

日華両軍の聞に衝突が起こった。政府は11日緊急閣議

を開き，強硬な政府芦明を発表するとともに，内地師

団の現地派遣と近畿以西全師団の除隊延期を決定し

た。派兵に要する経費は，とりあえず予算外支出とし

て第2予備金から1，000万円余を支出することにし， 7 

月17日の閣議でこのことが決定された。さらに事変処

理のため一般会計に「北支事件費」の費目を設け，25日

の省議で第 1次北支事件費予算案を一般会計 9，680.9

万円，特別会計21.5万円 と決定したO その財源の大半

は公ら託金，残りは前年度剰余金繰入れによるものであ

った。この予算案は26日の閣議で 9，595.8万円に決定

され，第71特別議会に提出， 29日に議会を通過して即

日公布されたo

現地では 7月191:1にー比、両軍の協定が成立したが，

交渉は難航し，戦闘は再び激化した。そしてi放火は急

速に華北-fiYに拡大していった。そこで政府は，第71

議会の会却]中に再び第 2次Jヒ文事件1!Jの追加予算を作

るこ とにし. 8)~ 5日これを議会に提出した。その予

算額は第 1次をはるかに上凶り 4億円をこす巨額なも

ので， 一般会計4億 1，639.4万円，特別会計77_7万円

に上り ，その財源として北支事件特別税，公位，借入

金，各外地特別会計より受入れ，前年度剰余金繰入れ

がこれにあてられた。

事公勃発当初には政府は不拡大方針をもっ て臨んで
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おり， 大蔵省

として も事変

はこれ以上拡

大しないとい

う立場から，

北支事件費の

作成にあたっ

た。たとえば，

派兵予算は早

品に事件が終

わって派遣軍

は日本に帰還

する建前であ

るから，陸軍

からは現地兵

力は 3カ月で

帰還すること
日華両軍の衝突が起こった北京郊
外麗溝橋一文字山

で予算要求をしたが，大蔵省はこれを 2カ月とし，ま

たその内地帰還の経費も計上した。

財源については，北支事件特別税法によ る増税につ

いては閣議でも議論が沸騰したが，大蔵省としては経

費が増加した場合， まず増税によ ってまかない，不足

分を公債に依存するとし、う建前から約 1億円の増税を

実施した。そして北支事件費は一時的な支出であると

考えていたから，その施行は 1年間に限られた。残り

の3億余円は公債の発行でまかなったが，この公債は

日銀引受けによらず公募された。これは金融界の協力
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0)終1，，)までを，会，:1-年!伝として!I年

万Ijにれ.fll¥するためにJせけられたも

ので ， これ以後l蹴1~の似!;作をなす

ことになっt..::.o この村万IJ合計の"立

位に よ り，わが|同 の MTI~述れは司1\

'1税体制から戦II~: 休~Iìリへと移行した

のである。

この|臨臨H

「宣那事Z盈変rミに凶するJi戦i肱民1白!2tを経理

する会:訂計|ト調と して;設貨けられたものでで
、

戦火は上海に飛び，間北地区では激烈な市街戦が行なわれた。

あるが，事変が拡大して「大東亜

戦争」にはいってからも ，その戦

設はこの特別会計で経理された。

を求めるとしづ考えが含まれていた。こうして事変発

生以来支出された予算外支出，第 1次および第 2次北

支事件費予算を通計すると ，事件費5億 2，332.8万円，

同関係費 409.1万円， ;H5億 2，741.9万円となった。

2 臨時軍事費特別会計の設置

戦局は日本政府の見通しを越えて払大し， 8刀には

いると戦闘は上海に飛火した。局面はいままでの華北

東部の範囲を越えて全中国に広がったので、あるo13日

には陸戦隊と中国軍の間に戦闘が始まり，海軍も行動

を起こした。そして近衛内閣は14日の緊急閣議で，こ

れまで、の「現地解決不拡大方針」を事実上一擁して強硬

戸別を発表した。このような形勢の推移をみて.9月

2日の閣議で「北支事件」は 「支那事変」と改称する

ことが決定されたO 次いで 9凡3lJに第72議会が召集

されたが，この議会において臨時半事費特別会計・が新

たに設けられることになった。

わが国で・は， 日清戦争，日以戦争，第 1次大戦の 3

回にわたり，宣戦を布告した場合には， 一般会計と区

別した「臨時軍事費特別会計」を設置する慣例になっ

ていたが，この先例が支那事変にも適用されてその特

別会計が設けられることになった。臨時軍事費特別会
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そのため， 12年 9月10日に設i泣きれてから，終戦後この

会計が廃止される21年2月28日まで，約 8年半のJtI]1: ¥J 

を一会計年度とすることになった。この!日1， ほとんど毎

議会に迫力11予算が捉IJ¥され，その車内米 一会計却]II¥J内に

12目の子算が迫力II~ 卜 Lされることになった。 W72， ;必 占

で成立 した最初Jのー予算は全額公m金をMVJ;( とす る ~)の

であったが，その後の)u)JII予算でも}!イ似の 8'，1~IJな L 、し

9 ~IJが公悩金によ り 調述され ， さらに太平洋戦午後WJ

には大部分が現地通貨による仙入金で・，fiめられるよう

になったO そしてそれ以外は一般会計お・よび他の特別

会計からの受入れ ， その他主11司T- 1~í猷納金，各種の雑j以

が財源に充当された。

臨時軍事政特別会計はi隣町を経.fll[するほi係から.~..'t 

JJIjな子'ff-および会JI-)j式がとられた。 r-r.CH.rlは|地市

と海市および j三{1m伐に分けられたどけでほとんどいJ)1j

れずくt{~ 4次追加以後は|後海市のμjJfJも!f6JL:占Jtf..:.)，そ

の結果，V1 目別の流)11 ，予算外うだkr-J ，千{1m設の大l~rJ，11-

上等について一般会計ーよりはるかに大きな融通性が認

められることになった。大蔵者における臨時軍事費予

算の査定や閣議の討議も ，この子nが直接作戦行動に

影~，iするものであるため，疋質的に大きな制約を受け

ざるをえなかったo -Ilíjに も述べたように，高橋蔵相lI~j
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代に大蔵省は軍部の予算要求を抑えようと極力努力を

したが， 2・26事件以降における政治情勢の変化，特

に日華事変開始に伴う臨軍会計の設置によって，軍事

費の膨脹を抑制することは，制度上からもますます困

難になっていったのである。

臨時軍事費四予算の執行については，従来の場合と同

じく支出勅裁制度がとられ，支出にあたって大蔵大臣

から閣議決定分を上奏し，裁可を経てはじめて支出の

手続をする建前がとられたO 所管大臣は大蔵大臣から

勅裁済の通知を受けると，支出官に対する支払予算を

調整し，これを大蔵大臣に通知する。支出官は勅裁済

予算額に基づいて大臣から予算の配賦を受け，主任資

金前渡官吏に資金を交付し，主任資金前渡官吏はさら

に分任資金前渡官吏に必要な予算を交付して支払いを

行なわせた。元来，一般歳出の支出は，支出官が直接債

権者に対して小切手を振り出し，この小切手に対して

日銀が現金の支払いをするのであるが，陸海軍につい

ては，その特殊事情のため，会計法および会計規則によ

り資金前渡の方法が広範に認められていたO 臨軍会計

設置以後は，この資金前渡の範聞が拡張されたのみな

らず，前金払いないし概算払いをなしうる範囲も広げ

られた。すなわち，昭和12年10月8日に公布された勅

令「当分ノ内資金前渡，前金払若ハ概算払ヲ為シ，又

ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ノレ場合ニ関スル件J(勅令第

日4号〉および昭和13年3月に制定された「軍ノ需要充

足ノ為会計法ノ特例ニ関スル件J(昭和13年法樟第16号〉

により，これらの特例を認める範囲が具体的に定めら

れた。この措置により，臨軍会計による現金の支払い

は大部分が分任資金前渡官吏によって行なわれること

になったので、ある。

なお，臨時軍事費特別会計の設置により，先に予算

外支出された分と，北支事件費として一般会計で成立

した予算額の陸海軍省所管分は同会計に移し替えられ

ることになった。また軍関係の特別会計として昭和14

年に臨時陸軍材料資金特別会計が設置されているO

第 2節金融統制の発足

1 日華事変勃発時の金融情勢とその対策

結城蔵相時代から国防予算を消化するために生産力

拡充の重要性が唱えられてきたが，この政策によって

民間では生産設備の新設，拡充のための新投資が盛ん

に行なわれるようになった。当時の事情は昭和7，8

年当時とは異なり，遊休設備も滞貨も少なくなってい

たから，新たに現われてきた膨大な需要に応ず、る余裕

は乏しく，企業は一斉に軍事費の巨額な支出を自あて

にして，設備の拡張にのり出したので、ある。この設備

拡張は当然民間資金需要の急激な増加をもたらした。

他方，財政の膨脹により巨額の公債が発行され，公債

消化のために金融機関の資金はますます多く吸い上げ

られることになった。その結果，金融市場は著しく逼
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迫した。そして市場の金づまりのために，公債の消化

も停滞するような状態となった。日華事変の開始はこ

の状態をさらに悪化させた。このような状態では国債

の発行を困難にするばかりでなく，生産力拡充をも阻

害するおそれも出てきたので，大蔵省は緊急対策をた

てることになった。当面の金づまりは資金需要が急増

したにもかかわらず，政府資金の散布が遅れがちなこ

とに基づくものであったから，なんらかの形で資金の

放出が必要とされていた。そこで，日銀の貸出条件の

緩和と公債買戻し操作の実施，預金部資金の短資市場

への放出，政府支払いの繰上げや促進等の措置によっ

て当面の窮迫状態を緩和する方針をとった。

事変開始直後においては，このような応急措置がと

られたので、あるが，より根本的には金融政策の基調が

転換されねばならない段階にきていたのであるo とい

うのは，日銀の公開市場操作を根幹としたこれまでの

金融政策は，公債依存の財政政策の円滑な遂行に協力

して，国債の消化を促進することを主要な目標として

おり，これによってインプレーションの激化を抑制し

ようとするものであったが，いまや新たに生産力拡充

が必要となり，金融政策もこれに協力するという新た

な課題をもつことになったのであるO 生産力拡充を促

進するには，なによりもそのための資金の供給が必要

となるo ところが，金融機関の貸出しの給源は，同時

に国債消化のための給源でもあったから，生拡資金の

供給と国債の消化とは当然競合することになるo ここ

において両者の矛盾を調整し，一方においては生拡資

金を十分に供給し，他方ではインフレの悪化を防止す

ることが，新しい金融政策の課題となったのである。

こうした課題を果たすためには，直接法律による金融

統制が必要となってくるのであり，大蔵省は恒常的対

策として統制立法にふみきることになったのであるO

2 I臨時資金調整法Jの制定

近衛内閣は戦火が中支に波及するに至った情勢に対

処し，政府の態度を決めるため， 8月13日から14日夜

半にかけて，連日臨時緊急閣議を開いた。この閣議で，

政府は不拡大方針を一部して断固「膚懲jの決意、を示

し，かつ「第三国の介入はこれを斥ける」とL、う決定

をしたが，これに伴い財政経済も事変の長期化という

見通しにたって諸般の態勢をとる必要に迫られた。そ

こで翌日日大蔵省議において，資金と物資とを一体と

した統制を実施するため立法措置をとる方針を決定し

た。その第一着手として「資金統制案大綱」を準備し，

これを立法化して議会に提出することになった。とこ

ろが当時の財界は依然として「経済統制」に対する非

常な恐怖感をいだいていたo特に法律による直接的な

強制を契機として，軍部の経済政策への介入が一段と

強まるのではないかという不安が大きかったo しかし

前項に述べたような事情により，戦争の長期化に備え

た経済体制をとるためには，資金統制に移行せざるを
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第2章 日:華事変の開始と大蔵省行政の戦時体制化

えない状況にあった。そこで、内閣の方針が畏期戦を覚

悟すると同時に，大蔵省は資金統制にふみきったので

ある。しかし「統制 jに対する財界の不安と抵抗を考

慮して，法体の名称には「統制 iの宇を使わず， 1"臨

時資金調整法j とすることになったO こうして、臨時

資金調整法(昭和12年法律第86号〕は， 戦時を通ずる資

金統制の根本法規と Lて第72臨時議会の協賛を得て公

布され， 9月27日に施行される運びとなったo

「臨時資金調整法 iは， I支那事変ニ関聯シ物資及資

金ノ需給ノ適合ニ資スル為国内資金ノ使用ヲ調整スル

ヲ目的トスj るものである。これは資金の供給を直接

統制しようとする最初の法規であり，この法律の実施

により，金融行政は新U 、i時期にはいったということ

ができるo もともと資金の統制は，総合的な経済統制

の一部門をなすものであるが，この時期には物資の直

接的な統制も，本法と同時に実施された「輸出入品等

ニ関スル臨時措置ノ件J (昭和12年法律第92号〉だけで

は不完全な状態で、あったために，資金面での統制が間

接的に園内物資の需給調節のために大きな影響をもつ

ことになり，その意味において金融行政は戦時経済統

制の主導的役割を果たすことになったのである。

3 I臨時資金調整法Jによる資金統制

「臨時資金調整法Jは，内容的にみると，次の5項

目すなわち第ーに，事業資金の調整に関する規定，第

二に，時局産業に対する積極的な資金の供給に関する

規定，第三に，興業債券優遇の規定，第四に，貯蓄債券

および報圏債券の発行に関する規定，第五に，これら

の目的に資するための金融事項の調査に関する規定を

含んでいるo これらの項目はそれぞれ別個の内容をも

っており，独立した法律とすべき性質のものであった

が，非常立法ではあり，また同ーの目的をもつもので

あるから，それらを総合して一つの法律として制定さ

れることになった。だが，このうち資金統制の中心に

なるのは第一の事業資金の調整であって，不急不要事

業への資金の投入を阻止して，公債消化資金，生産力

拡充資金の供給を容易にすることを目的としていた。
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事業資金の調整は，資金供給者と事業主体の両側面

から行なわれ， 重点は前者の側からの統制におかれ

たoそして統制のおもな対象は金融機関の貸付けと金

融機関および証券引受業者の有価証券の応募，引受け，

または募集の取扱いとであった。すなわち，金融機関

が1口10万円以上の設備資金を貸し付ける場合と，金

融機関および証券引受業者が額面総額10万円以上の有

価証券の応募，引受け，募集の取扱いをする場合には，

主務犬臣の許可を要することとした。したがって資金

統制の対象は，一定額以上の長期資金の貸付け，証券，

社債の取引に限られ，それ以下の資金については統制

からはずされていた。

次に事業主体の側からする資金統制としては，資本

金50万円以上の会社の設立または目的変更，増資，合

併等による50万円以上の会社の新設には政府の認可を

要し， 50万円以上の会社が第2回以後の株式払込およ

び社債の直接発行，ならびに自己資金による10万円以

上の設備の新設，拡張または改良の場合には，それぞ

会れ政府の許可を要することにした。

これらの認可の決定権は政府にあるが，実際上の許

認可の事務は大蔵省が直接行なう建前をとらず，日本

銀行にゆだねられた。このため日銀では12年9月に資

金調整局を新設して，これらの統制事務の処理にあた

った。また本法の運用にあたる機関として，臨時資金

調整委員会および臨時資金審査委員会が設けられた。

臨時資金調整委員会は，いかなる種類の事業に新設，

拡強などを許可し，いかなる種類の事業には許きぬか

という原則的基準を決定する最高機関であり，内閣総

理大臣を会長，大蔵大臣と商工大臣を副会長とし，そ

れに内閣から任命された貴衆両院議員，民間学識経験

者，関係各省官吏等， 40人以内の委員をもって構成さ

れることになっていたo また臨時資金審査委員会のほ

うは，個々の具体的問題について重要な疑問が生じた

場合，申請に応じて，所定の原則的基準に基づき認否を

決定するもので，日銀総裁を会長とし，内閣から任命

された関係各省官吏および日銀職員， 6人以内の委員

から構成されるものであったo
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資金統制の基準となる原則として，臨時資金調整委

員会は「事業資金調整標準ユ関スル件」を決定した。

この基準によれば，それぞれの会社の目的とする産業

または事業は，

(1) 生産力拡充計画との関係

(2) 軍需との関係

(3) 国際収支改善との関係

但) 現在の生産能力，原材料の関係

その他の事情を考慮して甲，乙，丙に三大別され，

さらにその中を小区分した。こうして各種事業の設備

資金を数段階に分けることにより緊急なものから不急

なものへと順位がつけられ，資金の使途をもっぱら緊

急な方面に集中しようとしたのである。このような基

準によって，一定額以上の事業資金の使用については，

すべて大蔵大臣の許可を要する建前をとったが，その

実際の運用にあたっは，自治的調整の制度を認める方

針がとられていた。すなわち，金融機関または証券引

受業者が貸付けないし社債発行に関して，政府が適当

と認める方法で自治的に調整を行なう場合には，主務

大臣の許可を受けなくてもよいとし、う規定が調整法の

中に設けられたので、あるo この方針により，自治調整

のために，日銀の本支庖を中心として，地方別にその

組織が作られ，各金融機関の種別ごとに自治調整団が

結成され，それぞれ日銀と協力して，円滑な自治調整

を行なう旨の決議を行なった。こうして，資金調整を

自治的に行なう金融機関は， 13年末までに 575となり，

それぞれの所属する自治的資金調整団は 8種， 24団体

を数えた。これらの金融機関が自治的調整を行なうに

あたっての基準は，やはり先に述べた「事業資金調整

基準」であったが，具体的運用方針については，自治

調整団は別に「自治的資金調整準則Jなるものを設け

ていた。この結果，金融機関のほとんど全部が自治的

に調整を行なうことになったoつまり，各金融機関が

自己の判断に基づく自治的調整を行なうことにより，

政府が直接行なうべき統制機能を代行する形をとった

のである。

調整法が第二に規定している積極的な資金供給に関

しては，特定の「時局ニ緊要ナル事業ヲ営ム会社」と

して航空機製造業，金属工機械製造業，兵器および兵

器部分品製造業，鋼船製造業，製鉄業，産金業，石炭

鉱業，石油鉱業，石油精製業および石油輸入業の 8業種

を指定し，これに対して，増資および社債発行につき，

商法の例外規定を設けた。すなわち，増資については，

これらの会社の事業設備拡張資金にあてる場合には，

株式の全額払込み以前でも増資を行ないうることとし，

社債については，設備資金にあてる場合に限り，発行

限度を払込株金額の2倍まで拡張しうることとした。

また，時局産業への積極的融資には日本興業銀行の機

能を活用する方針をとり，時局産業に対する同行の融

資能力を高めるため，従来5億円であった興業債券の

発行限度を10億円に拡張し，また市場での募集が困難

になる場合に備えて，この拡張部分に対しては，その

元本の償還および利子払いを政府が保証する規定，お

よび市場から所要資金を調達することの不可能ないし

不適当な場合には，新設された金資金特別会計の資金

を興業債券の応募に運用しうる規定が設けられた。こ

こに興銀とし、う特殊金融機関に政府保証を与えて，必

要方面に積極的融資を行なういわば財政と金融とを一

体化した融資体制ができたのであるO しかし，昭和国

年ころまでは，資金統制の重点は前述の事業資金の調

整におかれ，またそれによって生産力拡充政策も比較

的円滑に進んだ。興銀を通ずる融資の役割が大きくな

ったのは，その後生産力拡充政策がしだいに行きづま

りを示してくる時期であって，事変後期には資金統制

機構も再編されるようになるのであるo次に調整法は

浮動購買力を吸収しこれを必要方面に向けることを

目的として，貯蓄債券および報国債券の発行に関する

規定を設けた。すなわち，日本勧業銀行に，手取金2

億円に達するまで，割増金付貯蓄債券を発行すること

を許し，勧銀はこの手取金を預金部に預け入れする議

務を負い，預金部はこれをもって公債買入れにあてる。

また別に報国債券を発行させt _gIJに行なわれている国

債の郵便局売出しと相まって，貯蓄の推進を図ろうと

するものであった。ここにはじめて貯蓄が資金政策の
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第21駐 日華事変の開始と大蔵省行政の戦時体制化

一環として取り上げられたのであるo 大蔵省が貯蓄奨

励の重要性を認めはじめたのは，事変発生時に起こっ

た金づまりが，軍事費の散布等により緩和され，さら

に13年度予算でも膨大な軍事予算が散布される状況に

なった時期で‘あった。そこで，インフレの防止，公債

の消化という見地から貯蓄の奨励にカを入れることに

なり，このとき以降，貯蓄奨励は金融行政の大きな柱

となったといってよL、。この貯蓄奨励政策については，

第4章でまとめて詳述することにするO

4 r国家総動員法J第11条発動問聞と

「会社利益配当及資金融通令」

近衛内閣は13年初頭の第73議会に，戦時体制の根幹

をなす法規として， i国家総動員法J(昭和13年法捧第55

号)を提案した。同法は政府に全面的な統制権限を付与

するものであったから，審議は難航したが，通過が強

行されて13年4月に公布され， 5月から施行されるこ

とになった。

その内容は，戦時事変に際し，国防目的達成のため，

国の全力を最も有効に発揮させるよう，人的および物

的資掠を統制運用しようとするもので，統制の及ぶ範

囲は経済の分野のみならず，教育，研究，衛生，労働，

出版など，国民経済と国民生活のほとんどあらゆる分

野にわたっていた。したがって，総動員法の中には，

もちろん金融統制に関する規定が含まれていた。しか

し，質屋蔵相は金融面の統制に関しては，i臨時資金調

整法」により実際の必要は満たされており，運用もこ

れによるほうが円滑であるから，この面においてすぐ

には総動員法を適用しない方針であった。したがって

総員法が制定されても，金融統制は「臨時資金調整法」

によって行なわれることになった。

「国家総動員法Jは，制定当初，すぐにはこれを発

動しないと近衛首相は言明していたけれども，事変の

進展に伴い，同法の全面的発動を軍部では特に強く主

張していた。金融面についてもJ臨時資金調整法Jは，

主として金融機関が自由に扱える資金の供給に一定の

わくを与え，それによって資金の流れを統制しようと
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第42代大蔵大臣池田成彬

する ，いわば消極的統制に重点をおいたものである

から，r時局産業への資金の積極的供給を増加するには，

強制融資命令によらねばならぬとする意見が出されて

いた。この問題は「国家総動員法第 11条発動問題」と

関連して出てきたのである。

昭和13年 5月の近衛内閣の改造によ り賀屋蔵相に代

わって，池田成彬が蔵相兼商相に就任したが，池田蔵相

も前蔵相と同じく ，金融統制については，従来の自主調

整方式で十分であ り，これまで

らは，この際労働条件のみを規制して，株式配当を自

由に認めていては，労働者の不満を招き ，治安にも関

係してく るとする見地から第11条の発動を要求した。

これに対して池田蔵相は閣議で強く 反対した。池田蔵

相の見解は， 1株式配当を制限すれば，企業心を萎縮

せ，肝心の生産力J広充がJm待できなくなるし，金融

機関への貸付強制命令は銀行経営J-_閑難な問題で，預

金者に大きな不安を与え経済界に電大な影響を及ぼす，

必要方而への融資は企業家と金融機関との間の懇談で

積極貸付の突をあげ，それでも不十分な場合は事業設

備の新設 ・J足、張もしくは改良を事業家に命ずる総動同

法第16条の発動に よって解決がつく し，資金の使用制

限や禁止ならば，現行の|臨時資金調整法で十分間に合

う」というものであった。 1)結局，五相会議も池田蔵

相の見解を支持し，11条の発動は見合わせることに決

定されたが，この決定は軍部を強く刺激 し， 決定の翌

日， 佐藤賢了陸軍情報部長は異例の声明を発表し，強

硬に 11条の発動を主張した。 これは当時 111条発動

問題」 といわれた事件で、あった。

この直後，大蔵省は陸軍側と事務的打合せを行ない，

配当制限に関 しては増配制限を行なう こと，資金の運

用問題は，最も妥当な方法を直ちに検討するというこ

もそれで相当の成績をあげてき

たのであるから，統制を拡大強

化する必要は全くないと考えて

いた。 ところが，13年半ばこ ろ

から閣内で株式配当の制限と金

融機関への貸付強制命令を規定

する総動員法第11条の発動が問

題となった。 同年7月18日の閣

議で，軍需生産工場の管理を目

的と して，総動員法第 6条の発

動を決定し，労働者の雇入，解雇，

賃金，労働時間などを政府が全

面的に統制することにしたO こ

れに関連して，当時の末次内相 国家総動員法案の議会審議 (昭和13年 3月〕
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とで，政治的妥協が成立した。そして11刀lsn，大此

省はこの方針を発表し，陸軍側もこれに同意すること

になった。そこで大蔵省は，問題の配当制限について

は，会社が配当を増加する場合にのみ，大崎大臣の承

認を受ける措置をとる ことを決めた。また，金融機関

への貸付強制命令についても ，金融界を混乱させない

よう ，第11条の規定とは別倒な方法で善処する方針を

とった。融資命令をすべての金融機関に発することは，

実際上その必要もないし，また一般金融機関には資金

の限界があるから，その限界以上に融資を強制すれば，

金融機関としては，手持ち公債を処分しなければなら

なくなるであろうと考えられたからである。そこで，

この融資機関と して新たな戦時金融機関を設立するか，

あるいは現存の興業銀行を活用するかが検討されたが，

結局，独立の戦時金融機関を設立せず，興銀にその役

割を担当させることになった。大蔵省はこの案に基づ

いて勅令を準備したO

こう して，総動員法第11条の発動は， 13年12月，国家

総動員審議会で決定され， 14年 4月，第11条に基づく

勅令として， 1会社利益配当及資金融通令J(勅令節179

号〉が公布され， 10 日から施行された。

「会社利益配当及資金融通令」は，会社経理に関す

る命令と銀行に対する資金の運用に関する規定とを定

市 2Y~: 11 qr; "j~変の開始と大政'(ì行政の!械lI~f 体;jjlJ化

めたものであり，会社経理については，会社利益の"・

江主エド以上の株七配当を制限することを規定したが， ，f:j 

本配、'iの既得権をd、めており， 15年10)Jになって公布

れた「会社経理統治IJ令J('Wl令抗680~)-)に比べると ，か

なりゆるやかなものであった。大j試行としては，イン

フレ対策として資金調繋法で設備:etSi>:を訓聴するの

ならず，会社の純白の使途をiir押せねばな らぬ状川が

起こりつつあったこと，将来に備えて企業のj却踏を昭

夫にしておかなければならぬということが号えられた

から，この規定を設けたわけであるO

また資金連mについては，同令第12条で， 1生1前力

拡充資金ソノ{山|時局ニ緊要ナノレ産業資金ノ供給ヲ トサrl'j-

ナラ シムノレ為必要アリ卜認、ムノレトキノ、 ，1:1:1ド興業銀fI

ニ対シ，資金ノ融通又ハ有Ulli証券ノ応募，引受若ハn

入ヲ命スノレコ トヲ得」と規定し，融資命令先と して興

業銀行が指定された。そして興銀の削失は政府が補償

する制度も作られた。興銀はすでに臨時資金調整法に

より産業資金の供給源として興柴山券の発行限度を拡

張することを認められており ，ここに興銀を11-1心とし

て，円銀および政府資金援助による成業資金供給体制

ができあがったので、あるo

注 1池田j広彬伝 pp- 301"-'303 

第 3節 金政策の転換と為替管理の強化

日華事変が開始されると ，軍需品の増産がますます

重要性を加えてきたO 生産力J広充政策が本格的に始ま

り， 労働力，原料，生産設備等がこの政策遂行のために

あらゆる手段で確保されることになった。特に事変の

進展に伴う軍事的生産力の拡充は，量的に膨大な，質的

にも高度な電工業J辰興を必要としたから，財政経済の

戦時体制への編成替えや国内資源の開発だけでは不十

分であり，原料や資源を輸入に依存しなければならな

かった。実際，事変開始後，生j1[)J拡充用資材や軍需用
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原料の輸入が飛躍的にi竹大し，愉人の太郎分がこれ

の需要で占められるほどであった。こうした屯要物資

の輸入がし、よいよ緊急性を加えるに伴って，為枠ヤ?:埋

政策もすIたな段階にはいることになるo 一つの問題は，

国際収支の迎合を図りながらしかも最大限の軍需用物

資を輸入しようとするためには，不念、不安物資の輸入

を抑制jして，可1要物資を輸入せねばならず，その)ti:ff

として為替管理をいっそう強化する必要がでてきたこ

とであるO もう一つの問題は，愉人超過が増大するに
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伴い，対外支払手段の確保が重要性を加え，金政策の

目標が正貨準備を充実することよりも，むしろ対外支

払手段として金を確保することに重点がおかれてきた

ことであるO

「金準備評価法」と「金資金特別会計法」

の制定

2・26事件を契機とする軍事費の急膨脹と生産力拡

充政策の進展は，輸入を急増させた。そこで，輸入為

替の許可制を中心とする為替統制によって軍需，生拡

用資材を輸入する為替を確保する措置がとられ，また

為替相場の低落を阻止する努力も続けられた。しかし

このような為替対策だけではとうてい入超尻を補充し

えなかったから，結城蔵相時代には円為替の低落を防

止するため，買入金の範囲内で金の現送が行なわれ

た。この金現送高は12年7月までに 3億 2，∞0万円を

こし，日銀の正貨準備も大幅に減少して， 5億円台を割

った。 9年以来買い入れた保有金は大部分失われ，し

かも国際収支の状況からみて，今後とも金の流出を止

めることはむずかしい状態であった。ここで金の現送

を新産金の範囲内にとどめるとし、う方針を続けること

は許きれなくなったoそこで，新たに日本銀行・朝鮮

銀行・台湾銀行の保有している金の評価替えを行ない，

その評価益をもって特別資金を設定し，この資金によ

り金の買入れと現送を取り扱わせることが考えられる

に至った。この方策を立法化したのが，r金準備評価法J

と「金資金特別会計法J(昭和12竿法律第61号〉である。

大蔵省は，事変開始直後の12年7月20日，正貨準備

評価替えによる益金で特別会計を設置する方針を決定

し，両法案およびそれに関連する朝鮮銀行法・台湾銀

行法改正等を第71特別議会に提出した。これらの法律

は議会を通過し. 8月に公布された。金の評価替えと

いう措置は日本の貨幣制度の根本に関係するものであ

るから，この点につき，大蔵省はその施行に先だち，

次のような説明を行なっている。

「今回の正貨準備評価替は金現送によって日銀の

正貨準備が減少し今後この傾向が続けば限外発行が
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恒常化することになるのでこれをさけるとともに正

貨準備を可及的に一定額に安定せしめようとするの

が目的である。而して右の評価替は暫定的のもので

あり，かつ貨幣法の改正や金先換を行なうものでな

し、から，平価切下げを意味するものでなく，それと

同時にこれによって将来における平価切下げの最少

限度を定めるものでもなL、。新たに設定される特別

資金は，専ら円為替安定のため金の買入及現送を目

的とし為替平衡の目的を有するものでもなし、。従っ

て右の特別資金運用のため新たに委員会などを設置

せず，金の買入，現送に関する日常の事務は総て日

銀に委せ，為替政策は引続き正金を中心として行な

うもので，それ等の点は従来と何等変らないはずで

ある。」

「金準備評価法J(昭和12年法樟第60号)は第 1条で，

「日本銀行ハ免換銀行券ノ引換準備ニ充ツル金貨及金

地金ヲ当分ノ内貨幣法第2条ノ規定ニ拘ラス純金ノ量

目290ミリグラムニ付1円の割合ヲ以テ評価」すべき

旨を定めた。これによって，現行貨幣法における純金

量目 750ミリグラムを 1円とする規定をそのままにし

ておいて，現在の金準備を純金290ミリグラムを 1円

の割合で評価替えすることになった。そうすると，純

金 750ミリグラムにつき新たに決められた評価額は 2

円58銭余となり，従来の l円との聞に約1円58銭の

「評価益」が出ることになったが，この「評価益」の合

計が本法にいう「評価換ニ因リテ生ジタ利益額」であ

って，それが日銀・鮮銀・台銀の 3行から政府に納入

されることになったO 特別議会で、発表されたところに

よれば， 3行の取得する評価益は合計 9億9，500万

円，このうち日銀が 9億 6，5∞万円，鮮銀が 453万円

余，台銀が 2，519万円余であり，これから日銀の政府

に対する法定貸上金と金買入れの際における一時貸上

金とを差し引くと，評価益として政府に納付される金

額は， 7億4，700万円余となったo

この納付金をもって新たに金資金特別会計が設置さ

れた。同会計が買い入れた金は， 4億1，300万円であ

り(評価替えされた金のうち. 8億円を日本銀行の金準備と

して残し，その余りが買い取られた)，納付金総額〈同会計

資金総額〕のうちの残額3億3，4∞万円余は，一応，政

府の日銀への預金とされた。

金資金特別会計は「主として為替資金の調整の為之

を金に運用L，若し余裕ある時は国債にも運用するこ

ととし又予算の定むる所に依りて産金の増加を図るJ

ことを目的としていた。こうした目的で同会計は金地

金の受入れおよび払出しを行なったが，その保有金は

この後買い入れられた新産金と合わせて，為替調節の

ためにする海外現送の源泉となった。本会計の金地金

受払状況をみると， 12年から16年末までは，金地金の

受入れ高 420トンに対し，払出し高は海外現送が344

トン余，工業用医療用金，対外決済のための正金への

売却などを含めると合計417トン余となり， 16年末に

は約3トγを保有したにすぎなかった。これらの運用

状況は秘密事項とされ，以後，外部には発表されなかっ

た。このほか，同会計の資金は産金奨励および国債引受

けにも運用されることが規定され，産金奨励には当初

5，∞0万円を使用しうることになったが， この金額は

15年には2億円， 18年には 4億円と増額された。さら

に，本会計資金はその後，日本産金振興株式会社の株

式，債券，興業債券，産金関係の法人への貸付金，預

金部への預金にも運用されるようになった。

2 産金奨励と金買上げ政策

前述のように，金資金特別会計の設置は，正貨準備

の評価替えによって基金を得て，これをもって上記3

行から金地金を買い入れ，その金地金を海外現送に充

当するという目的をもっていた。しかし，海外に現送

すべき金地金の需要はきわめて大きかったから，園内

の金をできるだけ多く買い入れる必要があるとともに，

一歩進んで産金を奨励し，金の増産，集中を図らなけれ

ばならなかった。そのため，上記2法の立法と時を同じ

くして， r産金法J(昭和ロ年法律第59号〉が制定された。

産金法は， r我国産金ノ増加ヲ図り之ヲ政府ニ集中J

するため，新産金については「其ノ製成二至ル過程ヨ

リ政府ノ監督下ニ置キJまた金の使用についても制限
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を加えうる措置を定めたものであるo この法律により.

政府は金製練業者および合金鉱産物質入業を要免許事

業とし，産金事業を全面的に統制下におくとともに必

要な助成を与えることになった。そして産出された金

地金は政府が強制的に買い上げ，金の価格についても

政府により定められることになったo また民間におけ

る金の使用および売買も全面的に許可制になり，実質

的な使用禁止の指置をとった。要するに，金の生産か

ら使用に至るあらゆる分野を政府の統制下におくこと

にしたので、ある。

この産金法を根幹とした産金の奨励は，目撃事変下

の金融行政の大きな課題となった。金資金特別会計は，

産金奨励のために 5，α泊万円を限って奨励金を支出し

うる規定を設けたことは前に述べたが，13年3月には，

「日本産金振興株式会社法J(昭和13年法得第36号〉を制定

した。同会社は政府・民間半額出資で 9月に設立され，

直接的な産金振興策を実施することになった。産金奨

励の方法も従来の方策とは変わってきた。すなわち，大

蔵省は日銀金買入法以来もつばら買入価格の引上げに

よって産金奨励を図ってきたが，金資金特別会計の設

置以後は買入価格は 1図引き上げられた後は据置きと

され，それに代わって種々の補助金を交付する方法が

とられた。1)多額の奨励費が金資金特別会計から一般

会計や朝鮮総督府特別会計等に繰り入れられ，そこか

ら探鉱奨励金，精練選鉱設備補助金，金山道路開発資金

等として支出されることが多かった。また14年4月に

は大蔵省令により金買上げ代金に概算払いの便法も開

いた。さらに奨励対策のーっとして.11月には大蔵省

令で「増産金買上規則J(昭和14年省令第姐号〉が作られ

た。これは金の増産分に対する買上げ値段の割増をす

るもので，後には生産条件の悪い金山から産出する金

についても買上げ億段を引き上げた。この割増金は予

算には計上されず，その財源には，14年10月為替相場の

基準が対英1シリング2ペンスから対米23ドル随分の

7に改められたとき，金資金特別会計保有資金の手取

りの増加分があてられた〈当時の金価格1グラム 3円85銭

は対料9ドルをだいたいの目安にしていたが.23ドル随分の
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7に下がった結果，円の手取り額はグラム当り約80銭ふえる

ことになったわけである〉。

一方，新産金の買入れと並行して民間に蓄蔵されて

いる金の買入れも積極的に行なわれた。民間所在金の

集中は， 13年4月政府の後援のもとに東京日日・大阪

毎日の両新聞社による政府への金売却運動に始まっ

た。 10月に金配給機関として設立された日本金地金株

式会社がこれに協力した。そして14年5月から府県・

市町村・全国銀行・信託会社等の協力を得て，デパー

ト，金融機関の窓口取次による全国的な金集中運動が

実施きれた。この民間所在金の買入れはこのように民

間の自発的運動の形をとって行なわれたけれども，他

方，政府は14年4月産金法の改正を行なって，金の強制

買上げをなしうる法的準備を整えた。日銀もこの運動

と並んで13年7月から「売戻条件付金製品買入」を開

始し，造幣局は東京に出張所を設けて，買上げ金の鑑

定，分析の仕事を行なった。この金集中運動は当初相当

の成積をあげ， 13年5月から14年5月までに， 1グラ

ム 3円85銭の価格で 1，800万円の金が集まった。この

自発的運動は14年5月の全国的金集中運動において峠

に達したが，金の需要は依然としてきわめて大きく，

しかも民間にはなおかなりの金製品があると見込まれ

ていた。そこでその後は政府が直接この運動にのり出

す方向に移っていった。

政府が直接に民間にある金を集めるについては，す

でに伝家の宝万として産金法改正により強制買上権を

認められていたが，この法律の施行規則を制定する前

に，その準備として「金保有状況調査規則」が大蔵省

令で作られた。そして 7月1日現在で全国約1，800万

世帯に対して，金保有状況の申告を求めた。この調査

は，政府に進んで金を売ることを促進させるねらいを

もって行なわれたものであるが，実際それは強制買上

げと同じ効果をもち，産金法の強権を発動しなくても，

多くの金が民間から集められた。

このような経過をたどって行なわれた民間所在金の

買上げは， 14年にピークに達し，その後は下り坂をた

どったが， 14年の 1年聞に金資金特別会計で民間から
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買い上げた金は46.8トγであって，その年の同会計で

買い上げた新産金は50.2トγであったから，ほとんど

これに近い金を民聞から集めたわけで、ある。こうして

買い入れた金もすべて日華事変中に海外に現送され，

対外支払いに充当されてしまったのである。

3 為替管理の強化と為替市場の統制

日華事変勃発当初は，この事変は短期に終わるだろ

うと見込まれていたので，軍需物資の輸入も国際収支

の均衡により確保されると考えられ，貿易為替対策の

重点は，一般民需物資の輸入抑制によって貿易収支を

適合させることにおかれた。輸入抑制のためには，す

でに12年 1月から外国為替管理法に基づく大蔵省令

(第 1号〉によって輸入為替許可制が実施されていたが，

7月7日にこの大蔵省令を改正し，輸入為替で許可を

要する限度を 1カ月 3万円から 1，000円に引き下げる

とともに，実施期間を「当分の間」と改訂し，輸入為

替許可制を半恒久的措置とした。

しかし経済統制の本格化に伴い，為替面からする

間接的統制では不十分となり，物の面から直接に輸出

入を統制する必要がでてきた。こうして， 12年9月に

は「輸出入品等ニ関スル臨時措置ユ関スル法律J(法律

第92号〉が公布され，政府は輸出入品に対する広範で

強力な統制権限をもつことになった。この物の面から

の直接的輸出入統制は主として商工省の所管するとこ

ろであったが，為替管理もこの貿易統制と相応じて，

その後ますます強化されることになった。

大蔵省は7月に大蔵省令を改正したが，次いでト8月

には，外国為替管理法の改正による大蔵省令を施行し，

不急不要品の無為替輸入を極度に抑制し， 1カ月を通

じ価格 1.000円以下の貨物の輸入，その他特殊の場合

を除き，従来自由であった貨物の無為替輸入について

も許可を要することにした。さらに 9月にも省令を改

正して，外国旅行者の旅費携帯および諸給与送金の自

由限度を 1，000円にヲ|き下げ，為替および信用状取引

や在外財産の取締りを強化し， 12月，輸入為替の不要

許可限度を月額 1∞円に引き下げ，輸入為替の許可は

貨物輸入前に受けることにしたO その後， 13年4月か

らは，それまで自由であった外国為替銀行の為替売買

について，過去の実績を標準にして 1カ月程度でくぎ

る包括的許可制を実施した。同年10月からは貿易外送

金の不要許可限度を1，000円から 100円にヲ!き下げ，

14年4月には産金法改正に伴う管理法の改正で，通貨

の輸出入の取締りも実施されることになった。こうし

て為替管理はすべての面にわたって強化されていった

のである。

このような為替管理の強化はまた為替市場の統制を

伴った。 12年2月に大蔵省は前年来の円貨の動揺に対

処するため為替審査基準を作成し，為替銀行の協力を

求めてその同意を得たが，これはその後の市場におけ

る為替協定の原型をなすものであった。

しかし，これは拘束力をもたなかったから，正金銀

行と市中為替銀行の利害が相対立し，特に正金に対し

て金現送の代り金を独占的に払い下げるという従来の

建前があったため，正金の立場を有利なものとし，両

者の対立は目だってきた。そうしたなかで，為替相場

を公定せよとの要望も生じてきた。しかし，実際問題

として為替相場の公定は困難であったので，大蔵省は

12年8月，日銀をして業界の自主的な為替協定の締結

を斡旋させた。これが 1シリシグ2ペンス基準の堅持

を中心とする対英為替相場に関する協定であるo とこ

ろが，対米為替についてはまだ協定がなく，そのため

各行採用のクロス・レートがまちまちになっただけで

なく，対英為替協定についての解釈も栂違が生じるこ

とになったO 特に13年春以来の欧州政局の不安に基づ

くクロス・レートの下落により，対米相場は低下しそ

れが対英相場に波及し， 1シリング2ペンスの水準維

持をも困難にした。そこで大蔵省は， 12年2月ごろか

ら再び日銀をして為嘗協定強化の斡旋にのり出させ，

その結果，外国為替銀行聞に対英 1シリング2ペンス

を基準とし，米英クロスにより算定する対米為替相場

協定が成立し， 13年3月から実施されたo

上述のような為替協定による市場統制は，政府や日
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銀の行政指導によるものではあったが，あくまでも業

界の自治的統制であって，国家統制とはいえないもの

であった。しかし 13年4月に実施された為替売買に

対する為替銀行の許可制は，為替市場を名実ともに政

府の統制のもとにおくものであった。許可制の実施に

あたり対英米為替細目協定の厳守と各地問為替相場の

合理的算定とを許可の条件としたが.その結果，為替

相場協定は法的強制力を持つことになり，実質的に許

可制を通じて為替相場の公定が行なわれたのであるo

また，この許可制の実施により，過去の実績を持つ正金

に為替取引が集中されることになったが，市中銀行に

為替協定を厳守させるために，大蔵省は日銀の斡旋の

もとに正金の銀行間取引を開始させた。この措置によ

って為替市場の統制がほぼ完成されることになった。

4 外国為替基金の設置と為替資金の集中

事変開始以来行なわれてきた各種の為替管理の強化

と為替市場の統制は，主として輸入抑制政策に相応す

るものということができる。ところが，戦時経済が進

展するにつれて，貿易政策は消極的な輸入抑制政策に

とどまらず，積極的な輸出の振興に重点をおく必要に

迫られてきた。輸入の抑制だけでは，結局は民需物質

特に輸出用原材料の制限をすることになり，そのため

輸出の減退，輸入力の減殺とし、う結果をもたらしたか

らであるoそこで13年半ば以来，輸出の振興へと政策

の重点が移り，輸出入リンク制が採用されることにな

った。この政策の転換に応じて，為替面からも輸出を

促進させる措置をとる必要が生じてきた。こうした必

要から実施されたのが，外国為替基金の設置であった。

外国為替基金勘定は，13年7月，日銀保有の正貨準備

中3億円を解除して，日銀の中に設けられた。それは

輸出品用原料の輸入を円滑にするための回転基金とな

るものであった。その運用方法は，この基金に移した

正貨を必要に応じて順次海外に現送して外貨資金に替

えて保有し，その外貨資金を正金銀行その他為替銀行

に輸出商品の原料輸入のために利用させ，各銀行はそ

の利用した資金を各自の輸出為替代わり金のうちから，
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一定期間内にこの基金に返還させるというものであっ

たo この基金を利用しうる商品は，輸出品原料であっ

て園内需て要に転用のおそれのないものに限られ，それ

に対して外貨貸付の手続がとられる。その場合，為替

銀行は外貨借入れの担保として正金銀行に国債をさし

入れるほか)1日1入外貨の返済に充当すべき先物の外貨

形を準備し，その明細告を日銀に申告して ，返済時

期に確突に返済しうることを立証しなければならなカ

った。

この基金は設位当初3利用条件がきびしく，利率も英

米に比して13く) WJ~Lflが短かすぎたなどの事情があっ

て，利用銀行は正金だけであったのが， その後利用条

件が緩和され，適用商品の範囲も広げられたので，し

だいに利用者が噌加するに至った。

この基金が創設されたあと，政府はさらに外国為斗

裕金をすべて日銀に集中するとし、う措置をとった。

これは，この越金が輸出品用原料の輸入以外に軍需資

材その他の輸入にも利用されると，基金の回転が能率

的でなくなるので，円滑な回転を期するためには，軍

g資材の輸入のために別に投日な決済資金を作る必

!iに迫られたからである。為替銀行保有の為替資金を

有効に使用する ことは年来の懸案であった。各為替銀

96 

行が別々に多少の余裕を持つよりも，これを中央機関

に集中して重点的に使用したほ うが，はるかに効率的

であったから，外国為替基金が設定されるに及んで，

それとの関連で為替銀行の余裕外貨資金を現買いまた

は現買い先売りにより日銀に集中することになったの

である。この資金集中は外国為替管理法の発動による

強権によらず，為替銀行の自主的協力に期待し，日銀

との個別的契約によって行なわれた。外国為替基金の

設定と余裕外貨資金の集中というこつの措置により，

日銀は為替市場において強力な統制力が与えられる結

果となった。

注 l金(而絡の値上げについては，金資金特別会計設置後

も，大蔵省内でかなり議論された。特に朝鮮総督府は

値上げを強く主張した。さらに14年春，金の強制買上権

限を規定する産金法改正が議会で審議されたときも，

1グラム 3円85銭では安すぎるからこれを引き上げ

よ，という意見が非常に強かった。これに対して大蔵

省当局はどこまでも金価格を据え置こうという意向で

あり，ついに引上げは行なわれなかった。大蔵省が値

上げに反対したのは，この際金価絡をヲ1き上げること

になる と， 早いう ちに金を政府に売った人に損をかけ

るこ とになり，また将来も値上げを予想して政府に売

ることをためらう思惑が出ることをおそれたためで‘あ

った(昭和財政史資料 相田岩夫述)。
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第 3章 戦時体制の進展と財政金融政策

第 1節 第 2次大戦の開始 と日本の戦時経済への影郷

昭和12年以来続けられてきた生産力拡充政策は，初

めのうち順調に軍需生産を伸ばしたが， 14年春を過ぎ

るころから多くの困難に直面した。軍需生産の基礎で

ある鉄，石炭，電力，工作機械等の諸産業の生産の停

滞，重要基礎物資および消費財の著しい需給不均衡と

必速な国家財政の膨脹に基因するインフレの昂進，企

業利潤の増勢鈍化による株式の低落等々。そしてこれ

らの困難をいっそう 深刻にしたのは， 英米との対立激

化，第 2次欧州大戦の勃発による基礎資材の輸入難で

あった。

賀屋蔵相の財政経済三原則に示された生産力拡充政

策は「日満両国を通じて経済力の充実発展を図る」こと

を強調し，日j簡を一体とする生産力拡充体制に期待し

ていたけれども，なお多くの物資を英米経済閣から輸

入することを前提に していたD 実際これまでの生産力

拡充は英米両国との貿易に依存して続けられてきたの

である。そのことは， 11年以降においても，わが国の対

英米貿易の全貿易額に占める地位が，輸入において50

"-'60% )輸出において30"-'50%に達していたことにも

示されている。賀屋蔵相以降の歴代の大蔵大臣も ，対

英米圏貿易というルート が途絶えると，生産力拡充政

策に支障をきたすことを強く認識していた。

第 1次近衛内閣のときに，日 ・独 ・伊三国軍事同盟

問題が閣議で論議され，同盟が仮想敵国とする対象を

ソ連のみに限定するか，英仏をも含めるかが論議の焦

点となった。この問題は上述の意味で単に外交問題で

あるばかりでなく，戦時経済の基本にもかかわる問題
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であったのである。当時の池田蔵相は，"!s.:.米との政治

的対立を深めれば生産力拡充政策の前提条件がくずれ

るとしづ見地から，同盟の対象に英仏をも合めるとす

る案に強く反対した。次の石渡蔵相もこの考えを受け

継ぎ，平沼内閣の五相会議で，英仏をも対象とすると

いう独伊両国から提案された同盟案に強硬に反対した

のである。

次の阿部内閣では背木一男が蔵相に就任したが，こ

の内閣の時には三園内問I1U組は生uソ不可侵条約の締結

で-Il寺下火になった。しかし|昭和l4年にはいると.I司

際情勢は緊迫した。すなわち， 14年 9月，ヨーロッパで

第 2 次大戦が勃発し，ポン F'地域とのf{VJは~しく耐

難になった。ヨーロッパの!蹴局がilll民するにつれて，


